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こちら消費生活相談室です
困った時にはすぐ相談を！
消費者ホットライン ☎１８８
（最寄りの消費生活相談窓口につながります）

東三河広域連合消費生活田原相談室
（商工課内）
相談時間●9:00～16:30（月～金曜日（平日））
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市政情報番組
広報秘書課 ☎２2-0138

ティーズチャンネルで放送中
デジタル

ch12

毎日６回放送
①7：20 ②10:05 ③12：20 ④15：20 ⑤18：20 ⑥22：20
※天候などにより、内容を変更する場合があります。

◦たはら市政番組のバックナンバーは
　インターネットでも視聴可能です！

※これは有料広告として掲載しています。

放送日 内　容

1/1木・ ～1/8木
新年を迎えて（市長あいさつ）
菜の花まつり・アート作品展示

1/8木～1/15木
消防団年末夜警
サンテパルク新春フェア

1/15木～1/22木
二十歳の集い
消防出初・観閲式

1/22木～1/29木
菜の花まつりオープニング・アート作品展示
ちびっこ広場（野田保育園）前編

1/29木～2/5木
渥美半島たはらブランド認定書交付式
ちびっこ広場（野田保育園）後編

◦街角ネットたはら

林野火災注意報・林野火災警報が発令されます

　林野火災を予防するため、令和８年１月１日から「林野火災注意報」「林野火災警報」が発令されます。
　発令された場合は、火入れ、花火、キャンプでの裸

はだかび
火（むき出しの炎のこと）の使用などが制限されます。

　発令時には安心安全ほっとメール、防災行政無線などで周知します。発令時は火入れの中止要件になりま
すので併せてご承知おきください。なお、警報発令時には、消防車両で広報・巡視を行います。
　詳細は、ホームページをご覧いただくか、消防本部予防課または農政課にお問い合
わせください。
　令和7年は、全国各地で大規模な林野火災が相次ぎ、甚大な被害をもたらしま
した。田原市から林野火災を出さないようにするため、ご協力をお願いします。

▶予防課　☎23‐4074
▶農政課　☎27-7275

林野火災注意報 林野火災警報

条件
前日までの３日間の合計降雨量が1㎜以下かつ

前日までの30日間の合計降雨量が30㎜以下かつ
乾燥注意報が発表

林野火災注意報の条件に加え、
強風注意報が発表されているとき

制限 火の使用の制限（努力義務） 罰則を伴う火の使用の制限
（30万円以下の罰金又は拘留）
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広報たはら  令和8年1月│    │31


